
市
の
所
有
す
る
土
地
を
お
売
り
し
ま
す

　
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
、
市
の
所
有
す
る
土
地

を
お
売
り
し
ま
す
。

入
札
参
加
申
込
期
限

　
１
月
29
日
㈮
ま
で

申
込
受
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

　
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

入
札
日
時　
２
月
９
日
㈫

�

申
込
方
法
、
入
札
物
件
な
ど
詳
し
く
は
、
市
役

所
防
災
管
財
課
（
本
庁
舎
２
階
）
、
各
支
所
・

行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の
実
施

要
領
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・

防
災
管
財
課
管
財
係

　
☎
63
―
３
１
２
５

体
育
館
の
通
年
利
用
を
希
望

す
る
団
体
は
、年
間
利
用
要

望
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
体
育
館
（
小
中
学
校
な
ど
の
体
育
館
を

含
む
）
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、
事
前

に
通
年
利
用
を
希
望
す
る
団
体
を
把
握
し
、

利
用
調
整
を
行
い
ま
す
。

　
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
通
年
利
用
を
希
望
す
る
団
体
は
、
要

望
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�

各
地
区
教
育
事
務
所
、
社
会
教
育
課

（
佐
渡
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
２
階
）
、

サ
ン
テ
ラ
佐
渡
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
の

い
ず
れ
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
月
10
日
㈬　
午
後
５
時

�

要
望
書
は
、
お
申
し
込
み
窓
口
に
備
え

付
け
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　
☎
58
―
７
３
５
６

 

入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に 

登
録
し
て
く
だ
さ
い

　
市
が
発
注
す
る
物
品
の
購
入
や
業
務
委

託
な
ど
の
競
争
入
札
ま
た
は
見
積
合
わ
せ

に
参
加
す
る
に
は
、
物
品
の
調
達
等
入
札

参
加
資
格
者
名
簿
へ
の
登
録
が
必
要
で
す
。

　
名
簿
の
有
効
期
間
は
２
年
間
で
、
自
動

更
新
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
て
も
、
改
め
て
令
和
３
・

４
年
度
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
競
争
入
札

や
見
積
合
わ
せ
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
入
札
情

報
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・

財
政
課
契
約
検
査
室
契
約
係

　
☎
63
―
５
１
３
７

第３次佐渡市男女共同参画
計画が冊子になりました

　市民の皆さまにより身近に感じてい
ただけるよう、令和２年３月に策定し
た男女共同参画計画の冊子を作成しま
した。今後も
市民の皆さま
と一丸となっ
て、男女共同
参画社会の実
現を目指しま
すので、ご理
解とご協力を
お願いします。

�冊子は市役所本庁舎、各支所・行政
サービスセンター、各図書館・図書
室で閲覧できます。
企画課政策推進係

　☎６３―３８０２

物件
番号 所在地 地目 地籍（㎡） 最低売却

価格（円）

2-1
下久知 2218

宅地

1,044.00
10,441,000

下久知 2219 979.00

2-2

原黒 169-1 639.31

21,330,000原黒 170-1 705.42

原黒 171-1 665.06

令
和
３
・
４
年
度
物
品
の
調
達
な
ど

自筆証書遺言書を 
法務局が 

保管します

　自筆証書遺言書を法務局で保
管することができるようになり
ました。「家族に発見されない
場合がある」「改ざんされる恐
れがある」ことなどが解消され
ます。家庭裁判所での検認や、
公正証書遺言のような証人は不
要です。
　ご自身の財産をご家族に確実
に託すために、自分で書いた遺
言書を法務局に保管しませんか。
　詳しくは、お近くの法務局へ
お尋ねください。
新潟地方法務局佐渡支局

　☎７４―３７８７
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